
 

 

 

 

武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センターの指定

管理者候補者について 

 

 このことについて、令和３年１０月８日付で武蔵村山市公の施設の指定管理

者審査委員会から別紙のとおり報告がありましたので、お知らせします。  
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はじめに 

 

本報告書は、武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センターに係る指定

管理者候補者選定の審査の経過及び結果等について報告するものです。 

当該施設については、平成２９年４月から指定管理者制度が導入され、その管理運営

が行われてきたところでありますが、令和４年３月３１日をもって当該指定管理の指定

の期間が満了することから、次期指定管理者の申請を非公募により行いました。 

指定管理者候補者の選定に当たっては、武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査

委員会設置要綱に基づき、審査委員会を設置し選定することとされております。 

当該要綱によって設置された本審査委員会は、８月２０日に会議を開催し、指定管理

者指定申請をした団体の説明（プレゼンテーション）及び申請書類を基に、厳正な審査

を行い、指定管理者候補者を選定いたしました。 

ここに、指定管理者候補者には、武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援

センターの設置趣旨に沿った管理運営を行っていただき、十分な成果を上げられ市民福

祉の向上が図られることを期待するものです。 

 

令和３年１０月 

 

武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会 

委 員 長 石 川 浩 喜 

職務代理 神 子 武 己 

委  員 神 山 幸 男 

委  員 鈴 木 義 雄 

（順不同） 

  



2 

 

Ⅰ 審査の経過 

 

１ 対象施設 

武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター 

（武蔵村山市学園四丁目５番地の１） 

 

２ 申請及び審査の経過 

期   日 経          過 

令和３年 ６月 １日(火) 申請要領の配布 

令和３年 ７月３０日(金) 指定申請書の収受 

令和３年８月２０日(金) 

審査委員会 

  １ 報告事項 

⑴ 委員長代理の指名について 

   ⑵ 審査委員会の会議の取扱い等につい

て 

  ２ 議 題 

   ⑴ 精神障害者地域活動支援センターの

指定管理者候補者の審査について 

   ⑵ その他 

 

 

３ 申請状況 

次の団体から指定申請書の提出がありました。 

医療法人社団 円祐会 
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Ⅱ 審査の結果 

 

１ 審査の方法 

審査委員会では、審査要領に基づき、申請団体の名称を明らかにするとともに

当該団体が申請要領に示された応募資格等を満たしていることを確認した上で、

当該団体から提出された申請書、事業計画書その他の書類（以下「提出書類」と

いう。）の内容及び当該団体による提出書類の内容に関する説明（プレゼンテー

ション）をもとに、あらかじめ定められた審査基準に従って審査、選定を行いま

した。 

審査の方法は、提出書類による審査の結果並びに当該団体による提出書類の内

容に関する説明及び質疑応答の結果に基づき、個別に各委員が審査基準の各項目

について１点から５点までの点数を付すこと（以下「採点」という。）により行

いました。 

選定に当たっては、各委員の採点を審査基準の項目ごとに集計した点数を委員

の数で除した数値（以下「評点」という。）の合計が過半点に満たない場合又は

評点の小計のいずれかが満点の１０分の３に満たない場合は、失格とすることと

しました。 

 

２ 審査の結果 

審査委員会において厳正な審査を行った結果、次の団体を武蔵村山市民総合セ

ンター精神障害者地域活動支援センターの指定管理者候補者として選定しまし

た。 

 

指定管理者候補者  医療法人社団 円祐会 

           所 在 地 ： 杉並区下井草一丁目１０番５号  

           代 表 者 ： 理事長 塩入 祐世 
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武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管

理者候補者選定基準 

                             ―審査の結果― 

選 定 基 準 
医 療 法 人 社 団 

円 祐 会 

1 利用者の適切なサービス受給が確保されるものであること。（１０点） ６．５ 

(1) 関係する法律、条例などに基づく施設の管理基準を理解し、遵守

が見込まれるか。 
３．５ 

(2) 情報公開、個人情報保護に係る措置が適切に講じられているか。 ３．０ 

２ 公の施設の効用を効果的に発揮させるものであること。 （３０点） ２０．２ 

(1) 施設の管理業務に対する基本方針は適切か。 ４．０ 

(2) 施設の現状を正しく認識し、今後のあり方について具体的かつ適

切な提案があるか。 
３．３ 

(3) 自主事業計画書の内容は適切か。 ３．８ 

(4) 利用者に対するサービス向上策は適切か。 ２．８ 

(5) 利用者の要望の把握及びその実現策は適切か。 ３．３ 

(6) 苦情受付体制が整備されているか。 ３．０ 

３ 管理に要する経費の縮減を図るものであること。 （２０点） １２．９ 

(1) 総合的に収支予算が適切で、管理経費の節減が図られる見込みが

あるか。 
３．３ 

(2) 経費節減のための方策は適切か。 ３．３ 

(3) 人件費の設定は適切か。 ３．３ 

(4) その他の管理経費の設定に無理はないか。 ３．０ 

４ 管理を安定して行う能力を有するものであること。 （２０点） １４．４ 

(1) 法人の経営状況に問題はないか。 ３．８ 

(2) 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画・緊急時の

対応）は十分なものか。 
３．３ 

(3) 施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務の範囲は適切か。 ３．５ 

(4) 同種の施設の管理実績があるなど、必要な管理能力を期待できる

か。 
３．８ 

５ 障害者福祉に対する熱意があり、利用者に適切な支援が行えるもので

あること。 （１０点） 
６．８ 

(1) 関係機関や地域住民との連携及び協力を行うことが期待できる

か。 
３．５ 

(2) 利用者の障害特性に応じた支援を行うことが可能か。 ３．３ 

６ その他、当事業を行う法人として適正であること。 （１０点） ７．０ 

(1) 将来的に事業を更に充実させていく能力があるか。 ３．０ 

(2) 総合的に精神障害者施設を適切に運営していく能力があるか。 ４．０ 

合 計 点 数        （計１００点） ６７．８ 

※ 合計が過半点を満たし評点の小計のいずれもが満点の１０分の３を満たすため合格とする。  



5 

 

３ 審査の講評 

選定された団体については、管理運営に関する基本的な考え方が、武蔵村山市民

総合センター精神障害者地域活動支援センターの設置趣旨や指定管理者制度の導入

意図に合致していたほか、中立性・公平性の確保の観点からも適当な団体であると

判断しました。 

特に、平成１４年度から平成２８年度までの事業受託や、平成２９年度から現在

に至るまでの指定期間中に利用者及び地域との間に培ってきた信頼関係に基づく安

定した事業運営については評価できるものです。 

また、法人が市内で運営している生活訓練施設や共同生活援助施設等と連携が図ら

れており、自立支援や就労移行支援がきめ細やかに実施されていることを確認しまし

た。 

今後は、利用者と地域住民との交流を推進し、精神障害者の福祉を増進する事業

のより一層の充実を期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Ⅲ 参考資料 

 

１ 審査委員会設置要綱 

 

武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会設置要綱 

 

平 成 １ ７ 年 武 蔵 村 山 市 

訓 令 （ 甲 ） 第 １ ６ 号 

 

（設置） 

第１条 武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年武

蔵村山市条例第２０号。以下「条例」という。）第２条ただし書の規定により公募に

よらずに指定管理者に公の施設の管理を行わせようとする場合における条例第４条第

１項の規定による指定管理者の候補者の選定を行うため、武蔵村山市公の施設の指定

管理者候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 

２ 審査委員会は、指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設（以下「当該公の

施設」という。）ごとに置くものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、複数

の当該公の施設について一の審査委員会を置くことができる。 

（所掌事項） 

第２条 審査委員会は、条例第２条ただし書の規定により公募によらずに公の施設の管

理を行わせようとする団体が条例第３条の規定によりした申請の内容を審査し、当該

団体（以下「申請団体」という。）を指定管理者の候補者とすることの適否について

市長に報告する。 

（組織） 

第３条 審査委員会は、委員長及び委員３人をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

⑴ 委員長 副市長 

⑵ 委員 企画財政部長、総務部長及び当該公の施設の所管部長 

（委員長） 

第４条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名す

る委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 審査委員会の会議は、非公開とする。 

３ 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 
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（説明の聴取） 

第６条 審査委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要と認めるときは、申請団体の

代表者又はその関係者を会議に出席させ、説明を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 審査委員会の庶務は、当該公の施設を所管する課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

審査委員会に諮って定める。 

 

附 則 略 

 

２ 審査委員会委員 

 

武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会委員名簿 

 

氏   名 区     分 備  考 

石 川 浩 喜 副市長 委員長 

神 子 武 己 企画財政部長 職務代理 

神 山 幸 男  総務部長  

鈴 木 義 雄 当該公の施設の所管部長  

 
（順不同） 
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３ 指定管理者申請要領 

 

 

 

 

武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動 

支援センター指定管理者申請要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武 蔵 村 山 市 
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要領の趣旨 

 武蔵村山市（以下「市」という。）は、市内在住の精神障害者に対し、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５条第２７項に規定する地域活動支援センターとして、精神障害者地域活動支援センター

事業を平成１４年度から実施している。 

 市では、当該センターの設置目的をより効果的かつ効率的に達成するため、平成２９年４

月から指定管理者制度を導入しているが、令和４年度からの新たな指定期間の開始に向け、

武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年武蔵村山市条例

第２０号。以下「手続条例」という。）第３条の規定よる申請に関する必要な事項を本要領に

より定めるものとする。 

 

第１ 施設の概要 

 

１ 名称及び所在地 

名  称 所 在 地 

武蔵村山市精神障害者地域活

動支援センター 

武蔵村山市学園四丁目５番地の１ 

武蔵村山市民総合センター２階 

  

２ 事業の内容 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚

生労働省令第１９号。以下「施行規則」という。）第６条の２１に規定する支援を実施して

いる。 

 

３ 施設の規模等 

建 物 
鉄骨鉄筋コンクリート造、地上３階建 延床面積６，００９．３７㎡

（武蔵村山市民総合センター全体） 

延 床 面 積 武蔵村山市民総合センター２階の一部４９．５９㎡ 

施設の内容 面談室、オープンスペース及び事務室 

 

４ 施設利用の状況 

 項   目 人   数 

オープンスペース利用者 ２，７３２人 

プログラム参加者 ５８人 

精神保健福祉相談事業利用者 １２，１６９人 

（令和２年度実績）  
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第２ 管理運営の条件 

 

１ 管理運営の基本方針  

  指定管理者は、施設の設置目的を踏まえ、以下の基本方針に基づいて施設の管理運営を

行うこと。 

⑴ 関係法令、条例、規則等を遵守し、精神障害者地域活動支援センターの設置目的に沿

った管理運営を行うこと。 

⑵ 利用者の平等な利用を確保すること。 

⑶ 利用者の意見及び要望を適切に管理運営に反映し、サービス向上に努めること。 

⑷ 費用対効果の高い効率的かつ効果的な管理運営に努めること。 

⑸ 個人情報の保護を徹底すること。 

  

２ 指定予定期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

   

３ 管理運営の基準 

⑴ 利用時間 

次の表のとおりとする。 

ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、利用時間を変更

することができる。 

種  別 利用時間 

地域活動支援センター 
火曜日から金曜日まで 午前１０時から午後８時まで 

土曜日及び日曜日 午前１０時から午後６時まで 

精神保健福祉一般相談 
火曜日から金曜日まで 午前１０時から午後６時まで 

土曜日及び日曜日 午後２時から午後６時まで 

⑵ 休館日 

  次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、市長の承認を得

て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

  ア 月曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日 

  ウ １月２日及び同月３日 

  エ １２月２９日から同月３１日までの日 

⑶ 管理業務に従事する職員の配置基準 

  ア 事業責任者（施設長） １人 

  イ 精神保健福祉士 １人以上 

  ウ 指導員 ３人以上 

  エ 相談支援専門員（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省
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令第２７号）第３条第２項に規定する相談支援専門員をいう。） １人以上（ただし、

事業責任者又は精神保健福祉士と兼ねることができる。） 

⑷ 指定管理者が行う業務の範囲 

ア 法第７７条第１項に規定する地域生活支援事業の地域活動支援センター機能強化事

業Ⅰ型 

（ ア ） 精神障害者に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進

並びに日常生活及び社会生活に必要な便宜の供与に関すること（必要に応じて、電話、

面接、訪問等により、常に利用者の健康状態や置かれている環境の把握に努め、利用

者個々の状況に応じた住居、就労、食事、服薬、金銭管理等の日常生活上の課題に対

して個別具体的な援助、公共サービス、福祉サービス等の情報提供や利用に関する相

談、指導を行う。）。 

（ イ ） 精神障害者の医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住

民ボランティアの育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４７条

第３項及び第４項に規定する精神保健福祉一般相談事業 

（ ア ） 精神障害者の自立及び社会参加を支援するための総合的な相談に関すること。 

（ イ ） 精神障害者の福祉サービスの利用の援助、社会資源を活用するための支援、社会

生活力を高めるための支援、ピアカウセリング、権利の擁護のために必要な援助及び

専門機関の紹介 

ウ 施設利用者の登録に関する事務 

エ 施設利用者が負担する法による自己負担金の徴収事務及び甲への納入 

オ 関係団体（武蔵村山市、保健所、武蔵村山市福祉事務所、医療機関、障害福祉サービ

ス事業所、家族会、障害者団体等）の連携による支援体制の構築及び連絡会議の開催 

⑸ 指定管理業務実施に当たっての留意事項 

  ア 日常生活に関する支援及び指導 

指定管理者は、利用者の障害の程度や個性に応じ、自立に必要な日常生活や余暇活

動における社会適用能力を伸長させる生活支援を自ら企画し、実施する。 

業務の実施に当たっては、必要に応じて、電話、面接、訪問等により、常に利用者

の健康状態や置かれている環境の把握に努め、利用者個々の状況に応じた住居、就労、

食事、服薬、金銭管理等の日常生活上の課題に対して個別具体的な援助、公共サービ

ス、福祉サービス等の情報提供や利用に関する相談、指導を行うこと。 

イ 対人関係構築のための支援及び指導 

ひきこもりがちな障害者に対し、その心身の状況に応じて電話や訪問によりコミュ

ニケーションを図りながら施設の利用を促進し、会話や相談、利用者同士の交流を通

して対人関係の構築に関する支援及び指導を行うこと。 

ウ 創作的活動又は生産活動の機会の提供 

指定管理者は、利用者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう創

作的活動又は生産活動を自ら企画し、実施する。 
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エ 地域交流の場の提供 

指定管理者は、障害の有無に関わらず、共に支え合い、共生する社会の実現に向け、

地域と交流する各種行事を自ら企画し、実施する。 

オ 関係機関との連絡・調整 

指定管理者は、障害福祉サービス事業者、医療機関等利用者のライフステージに応

じた保健、医療、福祉、教育、就労等、様々な関係機関との連絡調整を行い、情報の

共有や協議を行い、利用者の生活支援を行うこと。 

⑹ 個人情報の保護及び情報公開における指定管理者の責務 

ア 個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び武蔵

村山市個人情報保護条例（平成元年武蔵村山市条例第３０号）の規定を遵守し、個人

情報の保護に関し適切な措置を講じなければならない。指定管理者が行う管理業務に

従事している者又は従事していた者は、その業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は

自己の利益のために利用してはならない。 

イ 情報公開 

指定管理者は、武蔵村山市精神障害者地域活動支援センターの管理運営に関する情

報を公開するために、必要な措置を講じなければならない。 

指定管理者は、武蔵村山市情報公開条例（平成１８年武蔵村山市条例第２０号）に

準拠した規程を設けなければならない。 

 ⑺ 次に掲げる法令等の規定を順守すること。 

ア 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１

８年政令第１０号）及び施行規則 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号） 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７１号） 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

オ 手続条例及び武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規

則（平成１７年武蔵村山市規則第３８号） 

カ 個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号） 

キ 武蔵村山市個人情報保護条例及び武蔵村山市個人情報保護条例施行規則（平成１８

年武蔵村山市規則第２５号） 

ク 武蔵村山市情報公開条例及び武蔵村山市情報公開条例施行規則（平成１８年武蔵村

山市規則第２７号） 

ケ 武蔵村山市暴力団排除条例（平成２４年武蔵村山市条例第３４号） 

コ 武蔵村山市精神障害者地域活動支援センター事業運営規則（平成２９年武蔵村山市
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規則第８号） 

⑻ その他 

ア 賠償責任保険（死亡時の保険金額３，０００万円以上）に加入すること。 

イ 法に規定する地域生活支援事業に要する費用及び実費の徴収等の事務分担は次のと

おりとする 

     項  目 市 指定管理者 

支給（利用）の決定 ○  

利用者の利用調整  ○ 

実費の徴収  ○ 

実費以外の歳入  ○ 

※１ 地域生活支援事業費の支給決定は、市が行う。 

※２ 精神障害者の創作的活動及び生産活動の機会の提供、社会との交流促進並び

に日常生活に必要な便宜の供与の利用に係る料金の徴収は指定管理者が行い、

別に定めるところにより市に納入する。 

  ウ 指定管理期間中に、事業の拡充その他の事由が生じたときは、別途協議する。 

 

４ 管理運営に要する経費 

⑴ 指定管理料 

市は、予算の範囲内において管理業務に係る委託料（以下「指定管理料」という。）を

指定管理者に支払う。指定管理料の限度額については、地方自治法第２１４条に規定す

る債務負担行為により設定し、当該設定額は、指定管理業務の適正な水準を確保するた

め、指定管理者の候補者から申請時に提出された収支予算書等に基づき適切に算出した

指定期間全体の指定管理料の総額とする。 

なお、指定期間中各年度の指定管理料については、債務負担行為の設定額を上限に市

と指定管理者が協議を行い、各年度の予算編成において決定する。 

⑵ 支払方法及び経理方法 

  ア 支払方法 

    指定管理料は、会計年度ごとに、指定管理者からの請求に基づき、分割して支払う。 

なお、支払の方法、回数については、市と指定管理者が協議して定める。 

イ 経理方法 

    指定管理者は、指定管理業務に係る経費とその他の業務に係る経費を区分すること。 

なお、当該経費及び収入については専用の口座で管理すること。 

 

５ 市と指定管理者の責任分担 

市と指定管理者の責任分担については、おおむね次の表のとおりとする。詳細について

は、協定締結の際に定める。 
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※１ 指定管理者は、利用者に対する第一次的な責任を有し、施設又は利用者が被災した

場合は、迅速かつ適切に対応し、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市に報告

する義務を負う。 

※２ 市が配置した備品は、指定管理者が管理すること。新規で購入を要するものについ

ては、原則として指定管理者が調達すること。なお、指定管理者が調達した備品の帰

属については別途協議するが、購入に当たっては事前に市に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 市 指定管理者 

施設の運営（苦情対応、運営に係る総務及び経理業務を含

む。） 
 ○ 

災害時対応（※１） 
○ 

指示 
○ 

災害復旧 ○  

施設、設備等の大規模修繕（５０万円以上） ○  

備品（※２） 
新規購入  ○ 

修繕  ○ 

利用者に対する賠償責任 ○ ○ 

施設、設備等の損傷の回復 ○ ○ 

包括的管理責任 ○  
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第３ 申請の手続 

 

１ 申請書の提出 

⑴ 申請受付期間 

   申請書の提出は、令和３年７月９日（金）から同年７月３０日（金）まで（祝日、土曜

日及び日曜日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

⑵ 提出先 

 武蔵村山市健康福祉部障害福祉課（武蔵村山市民総合センター１階） 

 住所 〒２０８－８５０２ 武蔵村山市学園四丁目５番地の１ 

 電話 ０４２-５９０-１１８５ 

⑶ 提出方法 

 持参又は郵送（郵送の場合は、締切日に必着のこと）で提出するものとする。 

ファクシミリ、電子メール等による提出は、認めない。 

⑷ 提出部数 

７部（正本１部、副本６部） 

 

２ 提出書類 

      書 類 の 名 称 様 式 

１ 指定管理者指定申請書 第１号様式 

２ 事業計画書（５年間） 指定様式１ 

３ 収支計画書（５年間） 指定様式２ 

４ 法人の定款 任 意 様 式 

５ 法人の登記事項証明書（全部証明） 当該証明書 

６ 

法人の経営状況を示す書類 

⑴ 貸借対照表及び損益計算書又はこれに類するもの（直近３年分） 

⑵ 財産目録及び事業報告書又はこれに類する（直近１年間） 

⑶ 令和３年度の法人の事業計画書及び収支予算書 

任 意 様 式 

７ 

納税証明書 

⑴ 法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないこと 

  の証明書（国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の３） 

⑵ 都税（法人事業税、法人都民税）に係る納税証明書 

⑶ 市税（法人市民税）に係る納税証明書 

当該証明書 

８ 法人の就業規則又はこれに準ずる定め(直近１年間) 任 意 様 式 

 

３ 申請に係る留意事項 

⑴ 虚偽又は不正の記載 

   申請書類に虚偽又は不正の記載があった場合は、失格とする。 

⑵ 申請の辞退申請書類の提出後に申請を取り下げようとする場合は、書面にて辞退届（任
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意様式）を提出すること。 

⑶ 申請書類の取扱い 

  ア 申請書類は、理由のいかんを問わず返却しない。 

  イ 申請書類の著作権は申請団体に帰属する。ただし、指定管理者制度による施設の管

理内容の公表及びその他市が必要と認める場合には、その全部又は一部を無償で使用

できるものとする。 

  ウ 提出書類の提出後は、その内容を変更し、又は追加することができない。 
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第４ 指定管理者候補者の選定 

 

１ 審査基準 

  資料「武蔵村山市精神障害者地域活動支援センター指定管理者候補者審査基準」のとお

り 

 

２ 選定方法 

  指定管理者候補者の選定に当たっては、武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委

員会（以下「審査委員会」という。）を設置し、手続条例等の規定による選定基準に基づき、

提出された申請書類及びプレゼンテーションの２段階による審査を行い、申請をした法人

が審査基準を満たすときには、当該法人を指定管理者の候補者として選定する。 

⑴ 審査 

令和３年８月中に審査を行い、指定管理者候補者１団体を選定する。 

⑵ 審査方法 

ア 書類審査 

イ プレゼンテーション 

提出された事業計画書等を基にプレゼンテーション（約２０分）及び質疑応答を行

う。 

⑶ 選定結果の通知等 

審査委員会の選定結果に基づき、市長は指定管理者の候補者を決定する。選定結果に

ついては、申請をした法人に通知する。 

 

３ 選定基準 

⑴ 利用者の適切なサービス受給が確保されるものであること。（１０点） 

⑵ 公の施設の効用を効果的に発揮させるものであること。（３０点） 

⑶ 管理に要する経費の縮減を図るものであること。（２０点） 

⑷ 管理を安定して行う能力を有するものであること。（２０点） 

⑸ 障害者福祉に対する熱意があり、利用者に適切な支援が行えるものであること。 

（１０点） 

⑹ その他当事業を行う法人として適正であること。（１０点） 
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第５ 指定管理者の指定と協定の締結 
 

１ 指定管理者の指定 

  指定管理者の候補者に選定された法人は、令和３年第４回市議会定例会（予定）での議

決を経て、正式に指定管理者として指定する。 

 

２ 協定の締結 

  市は、指定管理者の指定後、指定管理者と施設の管理等に関する細目的事項を協議の上、

指定期間全体に関する基本的事項を定めた基本協定及び年度ごとの指定管理料等を定めた

年度協定を締結する。 

⑴ 基本協定の主な項目  

  ア 指定予定期間に関する事項 

   イ 施設及び備品に関する事項 

   ウ 事業計画に関する事項 

   エ 事業報告及び業務報告に関する事項 

オ 個人情報の取扱いに関する事項 

カ 損害賠償に関する事項 

   キ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

   ク 業務の引継ぎに関する事項 

   ケ その他必要な事項 

⑵ 年度協定の主な項目 

  ア 当該年度の事業実施に関する事項 

   イ 市が負担する指定管理料に関する事項 

   ウ その他必要な事項 

      

３ 留意事項 

⑴ 指定の取消し 

    市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ

る。この場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。 

⑵ 管理業務の継続が困難となった場合 

 ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合は、

市は、その指定を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、市に生じ

た損害を賠償するものとする。 

  イ 指定管理の責めに帰すことができない事由による場合 

    不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことができない事由により、管理業務の継続

が困難となった場合は、その継続の可否について両者協議の上、市は、その指定を取

り消すことができる。 
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⑶ 協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合 

   市及び指定管理者は、双方が誠意を持って協議するものとする。 

⑷ 施設等の変更及び原状回復 

指定管理者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あら

かじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。 

また、指定期間が満了したとき又は指定を取り消されたとき等は、施設等を直ちに現

状に回復するものとする。 

⑸ 業務の引継ぎ等 

  ア 指定管理者は、協定の締結後、速やかに業務を引き継ぎ、研修等の事前準備を行う

ものとする。なお、事前準備に要した費用は、指定管理者の負担とする。 

  イ 指定期間の満了又は指定の取消しにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、

管理運営に支障がないよう、円滑な引継に協力し、必要な資料等について提供するも

のとする。 

⑹ 第三者への委任の禁止 

指定管理者は、管理業務を自ら行うことを原則とし、一括して第三者に委託すること

はできない。 

⑺ 各種保険への加入 

   指定管理者は、施設賠償責任保険等必要な保険に加入するものとする。 

⑻ モニタリングの実施 

市は、「指定管理者制度導入施設におけるモニタリングに関する指針」に伴い、各種報

告書、利用者アンケート調査、実地調査等により、指定管理者による施設の管理が適正か

つ確実に履行されているかについての確認及び評価（以下「モニタリング」という。）を

行う。 

  ア モニタリングの内容は、次のとおりとする。 

   (ア ) 「事業報告書」による実施(年１２回 毎月) 

   (イ ) 「利用者アンケート調査」の実施（年１回 おおむね１０月） 

   (ウ ) 「定期実地調査」の実施(年２回 おおむね８月・２月) 

      (エ ) 「管理業務の総括評価（自己評価）」の実施(年１回 おおむね翌年７月) 

  イ 各種報告書、利用者アンケート調査及び管理業務の総評価については、指定管理者

の責任と費用により実施し、市に提出するものとする。 

  ウ モニタリングの実施時期、回数等具体的な内容については、協定締結後、市と指定

管理者が協議して定めることとする。 

  エ モニタリングにより改善すべき事項が認められたときは、市は、指定管理者に対し

必要な指導、指示を行う。 
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武蔵村山市民総合センター精神障害者地域活動支援センター指定管

理者候補者選定基準 

 

選定基準 評定 

1 利用者の適切なサービス受給が確保されるものであること。 （１０点） 小計   点 

( 1 )  関係する法律、条例などに基づく施設の管理基準を理解し、遵守 

が見込まれるか。 
５ ４ ３ ２ １ 

(2) 情報公開、個人情報保護に係る措置が適切に講じられているか。 ５ ４ ３ ２ １ 

２ 公の施設の効用を効果的に発揮させるものであること。   （３０点） 小計   点 

(1) 施設の管理業務に対する基本方針は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

( 2 )  施設の現状を正しく認識し、今後のあり方について具体的かつ適 

切な提案があるか。 
５ ４ ３ ２ １ 

(3) 自主事業計画書の内容は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

(4) 利用者に対するサービス向上策は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

(5) 利用者の要望の把握及びその実現策は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

(6) 苦情受付体制が整備されているか。 ５ ４ ３ ２ １ 

３ 管理に要する経費の縮減が図れるものであること。        （２０点） 小計   点 

(1) 総合的に収支予算が適切で、管理経費の節減が図られる見込みがあるか。 ５ ４ ３ ２ １ 

(2) 経費節減のための方策は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

(3) 人件費の設定は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

(4) その他の管理経費の設定に無理はないか。 ５ ４ ３ ２ １ 

４ 管理を安定して行う能力を有するものであること。       （２０点） 小計   点 

(1) 法人の経営状況に問題はないか。 ５ ４ ３ ２ １ 

(2) 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画・緊急時の対 

応）は十分なものか。 
５ ４ ３ ２ １ 

(3) 施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務の範囲は適切か。 ５ ４ ３ ２ １ 

( 4 )  同種の施設の管理実績があるなど、必要な管理能力を期待できる 

か。 
５ ４ ３ ２ １ 

５  障害者福祉に対する熱意があり、利用者に適切な支援が行えるもの 

であること。 （１０点） 
小計   点 

(1) 関係機関や地域住民との連携及び協力を行うことが期待できるか ５ ４ ３ ２ １ 

(2) 利用者の障害特性に応じた支援を行うことが可能か。 ５ ４ ３ ２ １ 

６ その他、当事業を行う法人として適正であること。       （１０点） 小計   点 

(1) 将来的に事業を更に充実させていく能力があるか。 ５ ４ ３ ２ １ 

(2) 総合的に精神障害者施設を適切に運営していく能力があるか。 ５ ４ ３ ２ １ 

合 計 点 数      点 

 

。 
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第１号様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

 

武蔵村山市長  殿 

 

 

申請者 所 在 地 

   団体の名称 

               代表者氏名                ㊞ 

               連 絡 先 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

指定管理者の指定を受けたいので、武蔵村山市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第３条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 指定を受けようとする公の施設の名称 

  武蔵村山市精神障害者地域活動支援センター 

  

２ 関係書類 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 
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指定様式１ 

事 業 計 画 書                      

〈施設の管理業務に対する基本方針〉 

〈指定管理者の指定を申請した理由〉 

〈施設の現状に対する認識及び今後のあり方〉 

No.1 
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〈施設の管理業務に係る職員体制等〉 

１ 職員体制 

 

職名 

（常勤・非常勤の

別） 

氏名 
年

齢 

①担当職務  ②勤務体制 

③資格の状況 ④精神障害業務の経験 

１ 

事業責任者

（施設長） 

常勤 

 

 

 

２ 
 

（常・非） 
 

 

 

３ 
 

（常・非） 
 

 

 

４ 
 

（常・非） 
 

 

 

５ 
 

（常・非） 
 

 

 

６ 
 

（常・非） 
 

 

 

７ 
 

（常・非） 
 

 

 

８ 
 

（常・非） 
 

 

 

９ 
 

（常・非） 

 

 

 

 

10 
 

（常・非） 
 

 

 

※ 年齢は令和３年４月１日現在とする。  
※ 資格証明書を添付すること。 

※ 常勤、非常勤の区分は、常勤換算表によること。 
※ 別に管理運営体制の組織図を添付すること（Ａ４サイズ様式自由）。 

※ 都からの「指定通知書」及び「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の写し
を添付すること。 

No.2 
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No.3  

２ 研修計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 緊急時の対応 

（１）防犯、防災に対する態勢 

 

 

 

 

 

（２）その他の緊急事態に対する態勢 

 

 

 

 

 

〈情報の公開を行うための措置〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈個人情報を保護するための措置〉 
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〈施設の運営に関する事項〉 

１ 自主事業計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用者に対するサービス向上策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用者の要望の把握及びその実現性 

 

 

 

 

 

No.4 
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No.５ 

４ 苦情受付体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

５ 経費節減のための方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 管理業務のうち再委託する業務 
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No.６ 

〈類似施設の運営実績〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈自由欄〉特にＰＲしたい事項を自由に記入ください。 
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指定様式２ 

収 支 計 画 書（    年度） 

１ 収入                            単位：千円 

項目 
金  額 

大項目 中項目 小項目 

    

２ 支出 

項目 
金  額 

大項目 中項目 小項目 

    

各年度について作成してください。 

                          (日本産業規格Ａ列 4番) 
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４ 審査委員会審査要領 

 

武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会審査要領 

 

第１ 趣旨 

   この要領は、武蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会設置要綱（平成

１７年武蔵村山市訓令（甲）第１６号。以下「要綱」という。）により設置する武

蔵村山市公の施設の指定管理者候補者審査委員会（以下「審査委員会」という。）

における指定管理者の候補者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 総則 

 １ 審査の対象施設 

   武蔵村山市精神障害者地域活動支援センター 

 ２ 審査委員会の委員 

   審査委員会の委員は、要綱第３条第２項の規定により、次の表に掲げるとおりと

する。 

氏  名 区  分 備  考 

石川
いしかわ

 浩喜
ひ ろ き

 
副市長の職にある者 

（要綱第３条第２項第１号該当） 
委 員 長 

神子
か み こ

 武
たけ

己
し

 
企画財政部長の職にある者 

（要綱第３条第２項第２号該当） 
職務代理 

神山
こうやま

 幸男
ゆ き お

 
総務部長の職にある者 

（要綱第３条第２項第２号該当） 
 

鈴木
す ず き

 義雄
よ し お

 
当該公の施設の所管部長の職にある者 

（要綱第３条第２項第２号該当） 
 

 ３ 審査の基準 

   審査の基準は、次に掲げるとおりとする。 

  ⑴ 利用者の適切なサービス受給が確保されるものであること。 

  ⑵ 公の施設の効用を効果的に発揮させるものであること。 

  ⑶ 管理に要する経費の縮減が図れるものであること。 

  ⑷ 管理を安定して行う能力を有するものであること。 

  ⑸ 障害福祉に対する熱意があり、利用者に適切なサービスの提供が行えるもので

あること。 

  ⑹ その他、当事業を行う法人として適正であること。 
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第３ 審査及び選定の方法 

 １ 通則 

   選定は、申請団体の名称を明らかにした上で、当該団体から提出された申請書、

事業計画書その他の書類（以下「提出書類」という。）の内容及び当該団体による

提出書類の内容に関する説明（プレゼンテーション）を基に採点方式の総合評価に

より行う。 

 ２ 説明（プレゼンテーション） 

   申請団体から２０分以内で提出書類の内容に関する説明（プレゼンテーション）

を受け、その後、１０分程度の質疑応答を行う。 

 ３ 審査基準 

   審査は、第２の３の審査の基準を踏まえて別に定める指定管理者候補者審査基準

（以下「審査基準」という。）に基づき、各項目について５段階評価により１点か

ら５点までの点数を付することにより行う。 

 ４ 審査及び選定の手続 

   申請団体による説明（プレゼンテーション）の終了後、各委員は審査基準に基づ

き個別に審査及び採点を行う。 

   各委員の採点を審査基準の項目ごとに集計した点数を委員の数で除した数値（小

数点以下第２位を四捨五入する。以下「評点」という。）の合計が過半点に満たな

い場合又は評点の小計のいずれかが満点の１０分の３に満たない場合は、失格とす

る。 

 

第４ 選定結果の公表等 

   選定結果については、申請団体に通知するとともに、市のホームページにおいて

その概要を公表する。ただし、公表することにより、申請団体の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれのある事項は、公表しないものとする。 
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